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お知らせ 
Information 

Kesennuma-Motoyoshi F.D. 

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 

令和２年４月１日 

 

 

 

  今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い，手指の消毒等のため，消防法に定め

る危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えてい

ます。 

  消毒用アルコールは火気により引火しやすく，また，消毒用アルコールから発生する

可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため，多量に取り扱う場合には換気が必

要であるなど，火災予防に留意する必要があります。 

消毒用アルコールを取り扱う際は，下記の点に注意するようお願いします。 

 

 
担 当：予防課 

連絡先：0226-22-6693 

消毒用アルコールの安全な取扱い等について


